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土壌汚染とは
土壌は、いったん汚染されると、有害物質が蓄

積され、汚染が長期にわたるという特徴がありま
す。

土壌汚染による影響としては、人の健康への影
響や、農作物や植物の生育阻害、生態系への影
響などが考えられます。特に人の健康への影響
については、汚染された土壌に直接触れたり、口
にしたりする直接摂取によるリスクと、汚染土壌
から溶出した有害物質で汚染された地下水を引
用するなどの間接的なリスクが考えられます。

〈リスクとは〉

土壌汚染の環境リスクの大きさは、土壌が有害な物質で汚染されている
程度と、汚染された土壌に接した量（ばく露量）によって決まります。

土壌汚染による環境リスク ＝ 汚染土壌の有害性の程度 × ばく露量

汚染土壌に触れることがないとか、汚染土壌から有害物質が地下水に溶
け出さなかったり、溶け出しても汚染された地下水を飲んでいない場合は、
ばく露がない（ばく露量がゼロ）として、環境リスクは問題にならなくなります。

また、基準以下に浄化された土壌であれば、ばく露があったとしても、環
境リスクは許容されます。



土壌汚染対策法（Ｈ15．２．15施行）

県民の生活環境の保全等に関する条例（Ｈ15．10．１施行）

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
（農用地のカドミウム、銅、砒素による稲の被害防止等）

ダイオキシン類対策特別措置法
（ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等）

土壌汚染に関する法律・条例

改正土壌汚染対策法
（Ｈ21．４．24公布 Ｈ22．４．１施行）

改正県民の生活環境の保全等に関する条例
（Ｈ22．３．26公布
（Ｈ22．10．１施行（一部Ｈ22．４．１施行））



Ⅰ 土壌汚染対策法について

制定の目的等

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被

害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図

り、もって国民の健康を保護することを目的に制定されている

平成14年5月29日 公布
平成15年2月15日 施行



土壌汚染対策法の改正の背景土壌汚染対策法の改正の背景
～法の施行を通じて明らかになった課題～法の施行を通じて明らかになった課題

法に基づかない土壌汚染の発見の増加

・発見された汚染土壌の管理が不適正に行われるおそれがある

掘削除去の偏重

・掘削除去により汚染土壌が拡散するおそれなど、環境リスク
低減の観点からは問題がある

・土地所有者等に対し過剰な負担となることや、ブラウンフィー
ルドを生ずる等の問題がある

汚染土壌の不適正処理による汚染の拡散

・発見された汚染土壌が不適正な処理や運搬が行われるおそ
れがある



全国の状況
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土壌汚染が判明した事例の契機内訳

愛知県では、条例の規定により土壌・地下水汚染が判明した事例が５割以上を占めているが、約４割が法や
条例の規定によらない調査（自主調査）により判明した事例である。

全国的にみると、約９割が法や各自治体の条例・要綱等によらない自主調査により、汚染が判明している。

愛知県の状況
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土壌・地下水汚染に対する措置の状況

報告があった141件の汚染事例のうち、５割以上で汚染土壌の掘削除去が行われている。

注１）平成20年度末までに届出・報告のあった
汚染事例を示す（政令市分を除く）。
合計141件。

注２）１箇所の汚染事例で複数の措置を実施
した場合は各々の措置に加算している。



改正土壌汚染対策法の概要（Ｈ22.４改正｡下線部が改正内容）

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること
等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。

目 的

・有害物質使用特定施設の使用の廃止時（第３条）

・一定規模（３，０００㎡）以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染
のおそれがあると都道府県知事が認めるとき（第４条）

・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める
と き（第５条）

調査義務
制 度

区域の指定等

・自主調査において土壌汚染

が判明した場合において土地

所有者等が都道府県知事に

区域の指定を申請（第１４条）

自主調査

【調査が適切と認められる場合】【土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合】

・①②の区域内の土壌の搬出の規制（事前届出、計画の変更命令、運搬基準に違反した場合の措置命令
・汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
・汚染土壌の処理業の許可制度

汚染土壌の搬出等に関する規制

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずる
おそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要
な区域
→汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示

（第７条）
→土地の形質の変更の原則禁止（第９条）

①要措置区域（第６条）

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が
生ずるおそれがないため、汚染の除去等
の措置が不要な区域（摂取経路の遮断が
行われた区域を含む。）
→土地の形質の変更時に都道府県知事に

計画の届出が必要（第12条）

摂取経路の
遮断が行わ
れた場合

汚染の除去が行われた場合には、指定を解除

②形質変更時要届出区域（第11条）



区域の指定を行う基準（指定基準）



土壌汚染対策法の対象物質と指定基準





知事(市長)の手続 土地所有者等の手続(１)法に規定する調査の流れ 調査実施者の手続

※ 地歴調査により、知事（市長）から通知又は命令された物質以外の
物質について土壌汚染のおそれが判明した場合は、当該物質を試料
採取物質に追加して、調査・報告することができる。

命令発出基準への該当性判断汚染のおそれ基準の該当性判断

調査命令の発出（調査対象地、試料採取等対象物質、調査期限を明示）

【試料採取等対象物質の種類の特定】
土壌汚染のおそれのある物質

の種類について通知

【第３条】
有害物質使用特定施設の使用の廃止

【第４条】
3,000㎡以上の土地の形質変更の届出

【第５条】
土壌汚染により健康被害を生ずるおそれ

情報収集 情報収集

通知の申請

おそれの区分

試料採取等区画の選定

試料採取・分析等

調査結果の報告

汚染のおそれの把握、区画の
選定、試料採取等調査は省略
可能。この場合、試料採取等
対象物質については、土壌含
有量基準・第二溶出量基準を
超過した状態とみなす

省略した調査の課程は、要措置区域等から汚染土壌を搬出する際に、
追完が可能。追完により、「汚染があるとみなし」と違う状態にある
土壌としての処理が可能となる。

土壌汚染のおそれの ある特定有害物質の
種類の特定に関して 有効な資料を添付

義務発生

義務発生

汚染のおそれ
の把握

（地歴調査）


